
申    請    者 各 振興局健康福祉部（串本支所）

サテライト設置理由の整理及び
サテライト設置予定地の決定

新規指定申請書類の提出 受　　　理 審　　　査

・指定予定日の前月５日までに提出

現　地　確　認

指定通知書受理 指定通知書

運営状況確認

サテライト設置理由の整理及び
サテライト設置予定地の決定

事前協議書及び添付書類の提出 受　　　理 審　　　査

・サテライト設置予定日の１か月前までに提出

現　地　確　認

・事前協議中に実施

事前協議終了通知受理 経　　　由 事前協議終了通知

サテライト設置

・サテライト事業開始

サテライト設置に係る変更届の提出 受　　　理

・サテライト設置後１０日以内に提出

運営状況確認

２．指定訪問看護事業所における出張所（サテライト）の設置に至るまでの事務手続きの手順

本庁    （介護サービス指導室）

　・指定訪問看護事業所及びサテライト事業開始

・指定予定日の前月２０日頃に実施

新規指定時に、サテライトを併せて設置する場合

既に指定を受けている指定訪問看護事業所に、サテライトを設置する場合

申    請    者 各 振興局健康福祉部（串本支所）

・サテライト設置後３か月以内に実施

本庁    （介護サービス指導室）

・指定後３か月以内に実施


